令和8年4月1日付採用　大分市地区公民館会計年度任用職員
（社会教育指導員）公募要項
	１．任用期間
	令和８年４月１日から令和９年３月３１日
（勤務実績等により、再度任用する場合があります。）

	２．採用予定数
	１３名　（令和８年４月１日新規採用）　
大分中央公民館　１名　　大分西部公民館　１名　　大分南部公民館　１名
南大分公民館　１名　　大分東部公民館　１名　　明治明野公民館　１名
鶴崎公民館　１名　　大南公民館　１名　　稙田公民館　１名
坂ノ市公民館　１名　　大在公民館　１名　　佐賀関公民館　１名
野津原公民館　１名

	３．応募要件
	○教育一般に関し豊かな識見を有していること
○社会教育に関する指導技術を有していること
○基礎的なパソコン操作ができること
◇次のいずれかに該当する人は、応募できません。
①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
②大分市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を
経過しない人
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

	４．勤務場所
	大分中央公民館・大分西部公民館・大分南部公民館・南大分公民館
大分東部公民館・明治明野公民館・鶴崎公民館・大南公民館・稙田公民館
坂ノ市公民館・大在公民館・佐賀関公民館・野津原公民館

	５．勤務日数
及び時間
	一月あたり１５日（１０５時間）
　１日勤務（７時間） 　　　　８：３０～１６：３０　
[bookmark: _GoBack]半日勤務（３．５時間）　 　８：３０～１２：００　または　１３：００～１６：３０
※勤務日及び勤務時間は、勤務の実態に応じて所属長が決定します。
※土曜日及び日曜日の勤務あります。
（月曜日、祝日は休業日、月曜日が祝日の場合、翌火曜日が振替休日となります。）

	６．休暇
	本市の規定に基づき、年次有給休暇、夏季休暇等を付与します。

	７．報酬
	・時間額１，３９１円（上限）
※学歴や職歴等によっては上限に達しない場合があります。
※報酬の日額は令和７年１１月１日時点のものです。給与改定等により
採用時には変更になることがあります。
・費用弁償（通勤手当に相当する額を市の規定に基づいて支給します。）
・期末・勤勉手当は、本市の規定に基づき、10月および翌年4月に期末手当（各1.25月分支給）および勤勉手当（各1.05月分）が支給されます。

	８．社会保険
	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等に加入します。

	９．主な職務
内容
	・公民館の行う各種事業（主に人権教育）に関すること
・社会教育団体の育成に関すること
・地域まちづくり支援に関すること
・地域福祉に関すること　
・各種研修や会議への参加　
・受付事務（来館者への接遇を含む）　など

	１０．募集期間
	令和７年１２月１日（月）　～　１２月１２日（金）　（１２月１２日必着）

	１１．応募方法
	大分市役所に直接提出または郵送
※申込書等は、大分市役所市民協働推進課・各地区公民館の窓口で配布するほか、大分市ホームページに掲載しています。

	１２．選考方法
	＜第一次試験＞　筆記試験（一般教養、まちづくり、社会教育、人権教育など）★下記法令等について理解しておいてください。
○まちづくりに関すること：「大分市まちづくり自治基本条例」等
○社会教育に関すること：「社会教育法」「大分市生涯学習推進計画（第４次）」等
○人権教育に関すること：「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」「LGBT理解増進法」「こども基本法」および「大分市人権教育・啓発基本計画」等
・日時：令和８年１月１０日（土）１０：００～１１：３０
・場所：大分市複合公共施設　６F　多目的大会議室
＜第二次試験＞　個別面接（一次試験の合格者を対象）　
・日時：令和８年２月上旬
・試験結果：受験者全員に通知します（２月中旬に郵送予定）。

	１３．その他
	◇この試験において提出された書類はお返しすることはできません。


＜問い合せ先＞　
大分市役所　市民部　市民協働推進課　自治担当班　担当：（小石）
〒（８７０－８５０４）　大分市荷揚町２番３１号　　電話　０９７－５３７－５６１２


　　
